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Abstract: The purpose of this study is to clarify the benefits and risks of regional utilization of vacant houses in Sanjo City, Niigata. As 

a result, it clarified following; (1) Types in which the city is involved have continuity issues, (2) Types led by non-profit corporations 

are easier to revitalize the region, and (3) Types of transactions between individuals have issues with information sharing. 

 

１．研究目的；近年，空き家をコミュニティカフェや

高齢者の居場所等の地域で活用する「空き家の地域的

活用」が増加している１）２）３）．こうした取り組みは，

特に地方都市において中心市街地活性化や移住促進対

策として重要視されており，自治体も積極的に補助を

行うなど推進している４）．しかし，特定少数が利用する

住宅を不特定多数が利用する施設として改変すること

は様々なリスクを伴うことから，空き家の地域的活用

に対応したリスクマネジメントの構築が求められる． 

そこで本研究では，地方都市の中でも空き家率が全

国平均に近く都市部から農村部の多様な地域性をもつ

新潟県（１）内の，空き家の地域的活用が進む三条市を対

象に，その取り組み実態を明らかにするとともに，空

き家の所有・借用形態に着目し，地域的活用に関わる

利点やリスクについて明らかにすることを目的とする． 

２．研究方法；以上より，表１に示す調査を行った． 

３．結果および考察；表１の調査の結果，抽出した三

条市内の空き家の地域的活用８事例を所有・借用形態

ごとに，三条市が介入する「自治体介入型」，非営利法

人が主導する「非営利法人主導型」，個人同士の関係の

「個人間型」の３タイプに分類した．これらタイプご

とに各事例の建物概要および関係者，活用補助制度を

整理したものが表２であり，タイプごとに各事例の所

有・借用形態を図化したものが図１である．以降はこ

れらをもとに考察する． 

（１）自治体介入型；表２(A)より，全８事例のうち，

三条市が移住者向け住宅に改修した事例①『移住促進

住宅』と移住体験ができるゲストハウスに改修した事

例②『村長の家』，三条市が所有する歴史建造物を中心

市街地の拠点施設とした事例③『TREE』の３事例は，

いずれも所有・借用関係に三条市が介入していること

がわかった．中でも，事例①②は三条市が空き家の所

有者と賃貸借契約を締結し改修工事を行ったうえで，

入居者に転貸または運営・管理を委託していることが

わかる（図１(A)-a）．このような場合，図１(A)-b に示

す通り，自治体が介入することで所有者や入居者の信

頼や安心感が得やすい他，空き家を利用したい入居者・

運営者と所有者とのマッチングが図りやすいという利

点がある一方，市の予算の減額または削除があった場

合，所有・借用関係が崩れてしまうというリスクがあ

ることが聞き取り調査から捉えられた． 

（２）非営利法人主導型；表２(B)より，全８事例のう

ち，「NPO 法人えんがわ」によって交流スペースとした

事例④『えんがわの土間』と，「（一社）燕三条空き家プ

ロジェクト」によってチャレンジショップと移住者向

けゲストハウス・住宅にした事例⑤『三-me』の２事例

どちらも，まちづくり活動を行う非営利法人が空き家

の地域的活用を主導していることがわかった．中でも，

事例⑤では「（一社）燕三条空き家プロジェクト」が空

き家の所有者と賃貸借契約を締結し，三条市の「中心

市街地空き家改修事業等補助金」等を活用し改修・運

営を行っていることがわかる(図１(B)-a)．このような

場合，図１(B)-b より，団体間のネットワークを活かし

て空き家の物件情報が得やすい他，法人格を有してい

るため公的補助が得やすく，空き家の地域的活用が円
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表１ 調査概要 

①三条市の空き家の地域的活用事例の抽出 

調査対象 三条市内の物件 

調査期間 2023（令和５）年５月８日（月）〜７月 21 日（金） 

調査内容 
三条市から提供された空き家活用事例 30 件（web サイト
５）〜７））および三条市地域経営課への聞き取りを元に空き
家活用事例を把握し，地域的活用事例を抽出した 

②現地調査および聞き取り調査による把握 

調査対象 三条市内の空き家の地域的活用８事例 

調査期間 2023（令和５）年８月 22（火）日〜８月 23 日(水) 

調査内容 
対象物件８事例の現地調査および所有者または借用者へ
の聞き取り調査を行い，建物概要および関係者，活用補
助制度を把握 
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滑に進みやすいという利点があるという．また，事例

④では「地域おこし協力隊」の受皿となっている他，

事例⑤でも移住者向け住宅を組み込むなど，空き家の

地域的活用を通して地方再生に繋げる動きが現地調査

から捉えることができた． 

（３）個人間型；表２(C) より，全８事例のうち，移住

者が空き家の所有者個人と売買契約または賃貸借契約

を締結し，レストラン兼住宅とした事例⑥『SANJO 

PUBLISHING』，本屋等の店舗とした事例⑦『クチーナ・

トシキ』，個人間で賃貸借契約を締結し，地元の有志団

体が地域の山菜や野菜，手作り雑貨を販売するスペー

スとした事例⑧『そいんどん』の３事例が，個人間で

の所有・借用関係にあることがわかった．中でも，事

例⑥では「地域おこし協力隊」の活動がきっかけで地

元の空き家所有者と賃貸借契約を締結し，三条市の「中

心市街地空き家改修事業等補助金」を活用し改修と運

営を行っていることがわかる（図１(C)-a）．このような

場合，図１(C)-b より，個人が直接物件を探すため空き

家の情報が得にくい他，改修や事業立ち上げに関する

補助制度の情報も得にくいといった課題が聞き取り調

査から捉えることができた． 

４．まとめ；以上より，本研究では新潟県三条市対象

に，市内にある空き家の地域活用８事例を所有・借用

形態ごとに３タイプに分類し，空き家の地域的活用に

おける利点およびリスクを明らかにした． 
補注；（１）2018（平成 30）年度住宅・土地統計調査によると，全国の
空き家率の平均値が 13.6%に対して新潟県は 14.7%である． 
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 a.関係者の関係図 b.聞き取り調査の結果 

(A) 
自 
治 
体 
介 
入 
型 

①移住促進住宅 ・市が介入することで
信頼が得られ，空き
家の所有者と入居者
の安心感に繋がりや
すい． 

・移住を促進する市に
とって，移住希望者
と空き家所有者との
マッチングが図りや
すい． 

・市の予算の減額また
は削除があった場
合，所有・借用関係が
悪化する可能性があ
る. 

・市の中でも担当課が
分かれており，空き
家の情報共有や連携
が重要となる． 

・市が不動産契約を行
う上で，専門的な知
識が少ないことから
不安があった． 

[三条市] 

 

②村長の家 

 

(B) 
非 
営 
利 
法 
人 
主
導
型 

⑤三-me ・他の団体とのネット
ワークがあり，空き
家の物件情報が得や
すい． 

・地域おこし協力隊の
受け皿となっている． 
[NPO法人えんがわ] 

 
・空き家活用に関わる
公的補助が受けやす
い． 
[(一社)燕三条空き家 

プロジェクト]  

(C) 
個 
人 
間 
型 

⑥SANJO PUBLISHING ・地域おこし協力隊の
後，移住したり，起業
する者がいるため，
居住場所・事業場所
として空き家を探す
場合がある． 

・空き家の探し方がわ
からなかった他，補
助制度も複数ありわ
かりにくい． 
[クチーナ・トシキ, 
SANJO PUBLISHING] 
 

・中心市街地から離れ
た農村地にあるた
め，他の事例との繋
がりがない． 
[そいんどん運営者] 

 

［凡例］➡︎金銭の流れ ➡︎賃貸借契約 ➡︎転貸借契約 ➡︎業務委託・協定 

図１ 所有・借用形態ごとの関係者の関係図および聞き取り調査結果 

所有・借用形態 (A)自治体介入型 (B)非営利法人主導型 (C)個人間型 

(1) 
建 
物 
概 
要 

事例名称 ①移住促進住宅 ②村長の家 ③TREE 
④えんがわの 

土間 
⑤三-me 

⑥SANJO 
PUBLISHING 

⑦クチーナ 
・トシキ 

⑧そいんどん 

建物外観 

        
 
 

使用用途 移住者向け住宅 ゲストハウス 
(移住体験施設) 

中心市街地 
拠点施設 交流拠点 

チャレンジショッ
プ/ゲストハウス/
移住者向け住宅 

本屋/喫茶店 
/編集室 

レストラン 
/住宅 物販 

築年数 122 年 約 30～40 年 
前： 80 年 
後：100 年 

前：明治期建設 
後：昭和期改修 

35 年 約 30 年～40 年 70 年 45 年 

構造/階数 木造/地上２階 木造/地上２階 木造/地上２階 木造/地上２階 S 造/地上３階 S 造/地上３階 木造/地上２階 木造/地上２階 

(2) 
関 
係 
者 

所有者 個人 A 個人 A 三条市 NPO法人えんがわ 個人 A 個人 A 個人 B 個人 A 
貸主 個人 A/三条市 同上 ― ― 同上 同上 ― 同上 

借主 三条市/入居者 三条市 ― ― 
（一社）燕三条 

空き家プロジェクト 
個人 B ― 個人 B 

運営者 ― （株）下田村 （株）TREE NPO法人えんがわ 同上 同上 個人 B 有志団体 

(3)活用補助制度 ― 

・三条市の運営
補助金 

・その他補助金 

・三条市の運営
補助金 

・その他補助金 

・中心市街地空
き家改修事
業等補助金 

・その他補助金 

・中心市街地空
き家改修事業
等補助金 

・その他補助金 

・中心市街地空
き家改修事
業等補助金 

・地域おこし協
力隊起業支
援補助金 

・その他補助金 

― 

［凡例］個人 A:空き家の元の所有者  個人 B：購入者，借用者，運営者 

表２ 所有・借用形態ごとの建物概要・関係者・活用補助制度  
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